
議案第６５号 

 

愛西市中央図書館の指定管理者の指定について 

 

 愛西市中央図書館の指定管理者を下記のとおり指定するものとする。 

 

  令和元年１１月２９日提出 

 

                 愛西市長 日 永 貴 章 

 

記 

 

１ 施 設 の 名 称 愛西市中央図書館 

２ 指定管理者となる団体 津島市下新田町４丁目１３５番地 

             特定非営利活動法人 まちづくり津島 

３ 指 定 の 期 間 令和２年４月 １ 日から 

             令和７年３月３１日まで 

 

 

 

提案理由 

 

 この案を提出するのは、愛西市中央図書館の指定管理者を指定するにあた

り、地方自治法第２４４条の２第６項の規定に基づき、議会の議決に付する

必要があるからである。 
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議案第６５号 資料 

 

愛西市中央図書館指定管理者候補者選定結果 

 

１ 施設の名称及び所在地 

愛西市中央図書館 

   愛西市須依町東田面６番地 

 

２ 指定の期間 

  令和２年４月１日～令和７年３月３１日（５年間） 

 

３ 募集方法 

      公募 

 

４ 愛西市中央図書館指定管理者選定委員会 

区 分 氏 名 役 職 

委 員 長 水谷 瀧男 愛西市図書館協議会会長 

副委員長 篠又 慶次 税理士 

委 員 高橋 寛直 社会教育委員 

委 員 佐藤 良枝 とんがりぼうしおはなし会 

委 員 竹田 洋美 読み語りボランティア 

 

５ 指定管理者指定申請団体数 

   １団体 

 

６ 募集及び選定の経過 

愛西市指定管理者制度調整会議   令和元年 ５月２２日（水） 

   広報掲載             令和元年 ７月号 

   募集要項のＨＰ掲載期間      令和元年 ８月 １日（木）から 

                         ８月３０日（金）まで 

   公募説明会            令和元年 ８月１９日（月） 

   質問の受付期間          令和元年 ８月１９日（月）から 

                         ８月２３日（金）まで 

   質問の回答            令和元年 ８月３０日（金） 

   申請書受付期間          令和元年 ９月 ２日（月）から 

                         ９月 ９日（月）まで 

第１回指定管理者選定委員会 （第１次審査：資格審査及び書類審査） 

令和元年 ９月３０日（月） 
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   第２次提案書受付締切       令和元年１０月１５日（火） 

   第２回指定管理者選定委員会 （第２次審査：プレゼンテーション及びヒアリ

ング）              令和元年１０月２８日（月） 

 

７ 選定審査の方法 

（１）第１次審査 資格審査及び書類審査 

申請者からの書類提出について、募集要項に定める資格等を満たし、申請内容

を点数化し審議を行いました。 

   実施日  令和元年９月３０日（月） 

   場 所  愛西市役所 南館２階 会議室２－５ 

 

（２）第２次審査 プレゼンテーション及びヒアリング 

第１次審査通過者の申請者に対し、申請内容等についてのプレゼンテ―ション

及びヒアリングを行いました。 

   実施日  令和元年１０月２８日（月） 

   場 所  愛西市中央図書館 会議室 

 

（３）選定審査項目 

募集要項において示した選定審査項目は次のとおりです。 

 配点 項目 評価項目 配点 

第１次審査 ７０ 

ア  図書館運営につい

ての基本的な考え

方 

愛西市中央図書館の運営方針は

適切であるか。 

１５ 
図書館利用促進のための取り組

みは創意工夫がされているか。 

遠隔地サービスや情報提供のよ

い提案があるか。 

イ  図書館施設管理に

ついての基本的な

考え方 

施設管理者・従事者（パートを含

む）の配置及び体制は適正である

か。 

１５ 
建物及び設備の維持管理につい

て、法令等を遵守した管理運営で

あるか。 

施設、設備の利用者の安全確保の

ための方策が立てられているか。 

ウ  応募者の経営基盤

及びこれまでの指

定管理実績につい

て 

応募者の経営状況は適正であり、

財務状況は健全であるか。 

２０ 

安定した管理が実施されている

か。 

応募者の図書館の指定管理実績

があり、指定管理の役割を十分理

解しているか。 

図書館の管理運営能力に期待で
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きるか。 

エ  管理に係る経費の

縮減に関する方策

について 

管理経費の縮減が図られる見込

みがあるか。 

２０ 

管理経費の縮減が利用サ－ビス

の低下を招かないか。 

経費縮減のための優れた方策が

講じられているか。 

その他の管理経費に無理はない

か。 

第２次審査 ９０ 

ア  図書館運営におけ

る業務・サービスに

ついて 

運営業務に対する基本方針を理

解しているか。 

３５ 

図書館利用促進のための取り組

みは創意工夫がされているか。 

他の団体、地域、ボランティア、

市内小中学校との連携に配慮し

た取り組みは優れているか。 

図書館サービスの新しい発想、新

しい観点からの提案は優れてい

るか。 

イ 管理体制・組織につ    

いて 

管理業務に係る組織の勤務体制

（職員数、採用形態、勤務ローテ

ーション）、研修方針は適切であ

るか。 

２０ 

利用者の公平、公正な利用のため

の方策は適切であるか。 

情報公開、個人情報保護に係る措

置が適切に講じられる見込みで

あるか。 

予算のチェック体制は適切であ

るか。 

ウ  施設維持管理計画

について 

施設管理業務の内容を理解して

いるか。 

１５ 
利用者の安全確保のための方策

は適切であるか。 

施設、各種設備の維持管理の取り

組みは適切か。 

エ  事業収支計画につ

いて 

収支予算書及び人件費の設定は

適切であるか。 

２０ 

経費縮減のための優れた方策が

講じられているか。 

指定管理料について（指定管理期

間中の合計額） 

評価点＝１０×最低指定管理料/

指定管理料（小数点第３位は切捨

て） 

合計 １６０  １６０ 
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８ 選定結果 

（１）指定管理者候補者 

    特定非営利活動法人 まちづくり津島 

 

（２）選定理由 

愛西市中央図書館の指定管理者の公募に際しては、１団体から応募があり、書

類審査・プレゼンテーション及びヒアリングをもとに、選定基準に基づいて総合

的に審査・選考（総合得点方式）を行った結果、次の理由により委員の総合点数

が評価点満点の６０％を上回りましたので、「特定非営利活動法人 まちづくり

津島」を指定管理者候補者として適当であると判断しました。 

 

・項目別理由 

特定非営利活動法人 まちづくり津島においては、８項目の選定審査項目のうち

４項目において高い評価を得ました。項目別では次のとおりです。 

「図書館運営についての基本的な考え方」では、知と文化の拠点である中央図書

館を市民とともに作りあげることを基本方針とし、目標設定や目標を達成するため

の取り組みが具体的で適切であることを評価しました。 

「応募者の経営基盤及びこれまでの指定管理実績について」では、特定非営利法

人であり、営利を目的としていない中、財務体質も健全であり、実績についても津

島図書館の運営をはじめ、愛西市においても様々な利用しやすい図書館への取り組

みが好評であることを評価しました。 

「図書館運営における業務・サービスについて」では、様々な方角からの提案が

なされており、新しい取り組みでは遠隔地サービスや、社会の変化に対応した情報

提供の提案など、地域の特性や市民のニーズを考慮した計画であることを評価しま

した。 

「事業収支計画について」では、管理業務に係る勤務体制について常勤職員を厚

く配置し、他に嘱託職員と、来館者の増加に対応してアルバイト採用するなど、柔

軟で安定的な勤務ローテーションを組む等工夫している点を評価しました。 

 

・総括理由 

特定非営利活動法人まちづくり津島は施設の設置目的を十分に理解し、施設の管

理運営を的確に実施する能力を備えています。指定管理期間の様々な事業の取り組

みや、愛西市の特色に考慮したきめ細かなサービスも好評であり、今後の指定期間

も様々な提案があり、さらに社会情勢の変化に対応しつつ図書館を運営していくこ

とができると判断しました。 

以上、「選定基準表」の評価項目及び配点に照らして選定を行った結果、上記の

団体を愛西市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第４条に基
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づき、指定管理者の候補者として選定します。 

 

【選定審査結果】 

  指定管理者候補者 特定非営利活動法人 まちづくり津島 

    ６５２点 （配点８００点） 


